
＜主任介護支援専門員の有効期間＞

主任介護支援専門員の有効期間 備　考

平成18年度～平成23年度 経過措置対象者

平成24年度～平成26年度 経過措置対象者

平成27年度以降

主任介護支援専門員研修　修了年度

平成31年3月31日

平成32年3月31日

研修修了日から５年間
　　　（例）平成27年8月10日修了
　　　　　 →有効期間：平成32年8月9日まで

YES（残っている）ＮＯ（有効期間切れ）

主任介護支援専門員資格の更新研修受講フローチャート

（主任介護支援専門員資格の更新を希望しない方は最新の研修受講フローチャートをご覧ください）

主任介護支援専門員の有効期間があり、主任介護支援専門員の資格更新を希望しますか？

ＹＥＳ
ＮＯ

主任更新研修（46時間）
※「専門研修Ⅱ・実務経験者向け更新研修32時間」の受講は免除

主任介護支援専門員更新研修の受講要件のうち、いずれかに該当 しま

すか？

※本年度の研修開催要項が公表（６月頃）されるまでは、前年度のもの（茨城県

介護支援専門員協会ホームページ掲載）を参考にしてください。

ＮＯ

（該当しない）

通常の介護支援専門員資格の更新手続き

や、更新研修については最新年度の「研修

受講フローチャート」を参照

ＹＥＳ

（該当する）

介護支援専門員証の有効期間内に、主任介護支援専門員

更新研修（以下「主任更新研修」）を修了できますか？

ＹＥＳＮＯ

※通常の介護支援専門員としては，介護支援専門

員証の有効期間内であれば働くことができます。

※主任介護支援専門員の有効期間満了後に、 主

任介護支援専門員として働くには、 再度、 「主任介

護支援専門員研修」を修了する必要があります。

＜注意＞

主任更新研修を修了する前に介護支援専門員証の有効期間

が満了してしまう方は、最新の「研修受講フローチャート」によ

り通常の介護支援専門員証の有効期間を更新しておく必要が

あります。

（Ｒ1.4月）

茨城県登録ですか？

介護支援専門員証の有効期間は残っていますか？

ＹＥＳ ＮＯ

再研修
（54時間）

主任介護支援

専門員の有効

期間内に

登録都道府県に

問い合わせ願います

主任介護支援専門員資格有効期間内に

いずれかの受講要件を満たすようにしてく

ださい。

介護支援専門員証有効期間更新申請

※研修の修了だけでは介護支援専門員証の有効期間を更新したことにはなりません。

※介護支援専門員証の有効期間及び主任介護支援専門員資格有効期間が切れた後の更新は出来ません。

更新手続きには最大２ヶ月程度かかりますので早めに申請してしてください。

（申請時期によって有効期間が変わることはありません）

＜注意＞ご自分に必要な研修情報等を県及び実施機関のホームページ等でこまめに確認してください。




